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政 策 経 営 会 議 資 料 

令 和 4 年 1 1 月 4 日 

みどり土木部交通対策課 

 

 「新宿区自転車等の利用と駐輪対策に関する総合計画（令和 4年度改定）」（素案） 

の作成及びパブリック・コメントの実施について 

 

平成 29年度に策定した「新宿区自転車等の利用と駐輪対策に関する総合計画」につ

いては、計画の進捗、国・都の各自転車活用推進計画の改定及び社会情勢の変化を踏

まえ、令和 5年 3月の計画最終決定を目途に改定作業中である。 

このたび、「新宿区自転車等の適正利用と駐輪対策に関する総合計画（令和 4年度改

定）」（素案）（以下「計画素案」という。）を作成し、これについて、下記のとおりパ

ブリック・コメントを実施し、広く区民からの意見を求める。 

 

記 

 

１ 「計画素案」の概要（資料 1～4） 

（1）計画改定の目的 

区は、平成 30年 2月に自転車活用の視点を加えた「新宿区自転車等の利用と駐

輪対策に関する総合計画」(以下、「本計画」という。)を策定し、民間事業者を活

用した駐輪場の整備や、自転車ネットワークの整備、自転車シェアリングの導入

などの取組を進めてきた。 

国、都では、令和 3 年 5 月に自転車活用推進計画を改定し、計画の中で、コロ

ナ禍における通勤・配達目的での自転車利用、情報通信技術の活用及び高齢化等

も踏まえた安全安心な取組等が示されている。区でもこの計画を踏まえながら、

国や都と連携した一層の自転車活用の推進を図ることが求められる。 

また、新型コロナウイルス感染症の発生やそれに伴う自転車利用の多様化、新

たなモビリティの登場など、区での自転車利用を取り巻く環境は変化しつつあり、

これらに対応した自転車施策の展開も必要となる。 

    こうしたことから、本計画の進捗をはじめ、国・都の自転車活用推進計画の改

定、コロナ禍による社会情勢の変化に対応するため、今後 5年間の計画の改定を

行う。 

 

（2）計画の位置付け 

本計画は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関

する法律」第 7 条に定める「自転車等の駐車対策に関する総合計画」及び「自転

車活用推進法」第 11 条に定める「市町村自転車活用推進計画」として、2 つの法

に基づく法定計画に位置付けられるものである。 
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（3）計画の期間 

   令和 5（2023）年度から令和 9（2027）年度までの 5年間 

 

（4）主な改定内容 

  ①計画の進捗、国・都の計画改定及び社会情勢の変化を踏まえ、取組の方向性を

追加するとともに、各取組の方向性の具体施策に新規施策を追加 ※資料 3参照 

    ・自転車通行環境の整備（見直し） 

    ・自転車通行ルール・マナーサインの整備推進（新規） 

    ・公共空間等へのシェアサイクルポート設置推進（新規） 

    ・民間事業者を活用した誰もが利用しやすい駐輪環境の整備（見直し） 

    ・駐輪ニーズを踏まえた駐輪場利用形態の見直し（見直し） 

    ・民間駐輪場との連携、活用の検討（新規） 

・新たなモビリティ、自転車配達業務等へのルール・マナーの推進（新規） 

・外国人に対するルール・マナーの周知の推進（新規） 

・保護者等も参加した幼児・児童交通安全教育の充実（新規） 

・シェアサイクルの利用促進・利便向上に向けた情報提供の充実（見直し） 

・災害時における自転車活用の検討（新規） 

・環境面からの自転車利用の促進に向けた取組の検討（新規） 

・健康面からの自転車利用の促進に向けた取組の検討（新規） 

・自転車を楽しむことができる場所づくりの検討（新規） 

 

 

・ 
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②計画目標を達成した指標のより高い水準での目標の設定及び、未達成目標の 

継続もしくは指標の見直し ※資料 4参照 

（例）指標②-A 放置自転車台数（当初目標：10年間で 1000台に半減させる） 

令和 3年度 580台と目標を達成したため、更に半減させる目標値に見直し 

 

２ パブリック・コメントの実施について（資料 5・6） 

（1） 実施期間 

令和 4年 11月 15日（火）から令和 4年 12月 14日（水）まで 

（2） 意見書の提出方法 

11月 15日号の広報新宿及び区ホームページで意見を募集し、郵送、ファックス、

区ホームページ及び交通対策課窓口で受付 

（3） 閲覧場所等 

以下の場所で閲覧および配布するとともに、区ホームページで公表する。 

交通対策課、区政情報課、区政情報センター、各特別出張所、各区立図書館 

  
 

３ 今後の予定 

令和 4年 11月 4日 政策経営会議 

(計画素案の作成及びパブリック・コメントの実施) 

      11月 9日 環境建設委員会へ報告 

      11月 15日 パブリック・コメント実施（～12月 14日） 

令和 5年 2月 6日 新宿区自転車等駐輪対策協議会 

(パブリック・コメント結果報告) 

2月 24日 調整会議 

(改定計画の策定及びパブリック・コメントの実施結果) 

3月 3日 政策経営会議 (同上) 

3月上旬 計画策定 (区長決定) 

3月 13日 環境建設委員会へ報告 

 計画及びパブリック・コメント実施結果公表 

  


